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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スプレーガンカップ容器であって、
　空洞内にライナを受容するための開口端と、
　前記開口端の反対側の基端部であって、前記基端部を通過している基準平面が作業面Ｗ
と平行となるように、前記開口端が上に面している状態で前記作業面に対して配置可能で
ある、基端部と、
　前記空洞を取り囲みかつ前記開口端を前記基端部に接続している側壁であって、前記ス
プレーガンカップ容器の外側から前記空洞を見ることのできる少なくとも２つの開口を備
える、側壁と、を備え、前記少なくとも２つの開口はブレース部材によって上下に分割さ
れており、前記ブレース部材の少なくとも一部は前記基準平面に対してブレース部材角度
αで傾斜配設されている、スプレーガンカップ容器。
【請求項２】
　請求項１に記載のスプレーガンカップ容器と、
　前記空洞内に配置されたライナであって、前記スプレーガンカップ容器の前記開口端に
対応する開口端を備える、ライナと、を備える、スプレーガンカップ。
【請求項３】
　請求項１に記載のスプレーガンカップ容器を作業面上に配置することと、
　ライナを前記スプレーガンカップ容器の前記開口端内に挿入することと、
　前記ライナに液体を加えることと、
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　前記スプレーガンカップ容器の前記側壁の開口を通して前記液体のレベルを見ることと
、を含む、スプレーガンカップを使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ステイン、プライマー、塗料、シーラーなどのコーティングを表面上に噴霧するために
、液体スプレーガンが一般に使用されている。液体スプレーガンに、噴霧するべき液体を
収容している塗料カップを装備することが知られている。改善された塗料カップ、その構
成要素、及びこれを使用するための方法の必要性が存在する。
【発明の概要】
【０００２】
　塗料カップ及びこれらの構成要素は、その典型的な環境で（例えば、自動車衝突修理工
場の調色室内で）使用するとき、塗料で被覆されてしまう傾向を有することが確認されて
いる。この塗料の被覆は、塗装者に現実的な困難をもたらす可能性がある。例えば、塗料
カップは購入時には（カップの内容物が見えるように）透明であり得るが、乾燥した塗料
の蓄積により、最終的には内容物を見ることは困難又は不可能になる。特に、塗料の成分
又は他の物質を正確な測定量で混合するのを容易にするために、透明な塗料カップの仕組
みは多くの場合、カップの外側から見える混合比ゲージを含んでいる。混合比ゲージ別個
の挿入物であってよく、又は塗料カップ自体の表面に表示されてよい。塗料の蓄積に対抗
し混合比ゲージの視認性を維持するためには、塗装者は、溶剤を使用して塗料カップをき
れいにするか、又は新しい塗料カップを購入する必要がある。そして塗装者が汚染された
カップと交換するために新しいカップを購入せざるを得ない場合、大量のプラスチック材
の廃棄が必要となる場合があり、また新しいカップの費用が高い場合がある。
【０００３】
　本開示は、改善されたスプレーガンカップ、スプレーガンカップ容器、及びこれを使用
する方法に関する。特定の実施形態では、スプレーガンカップ容器を製造するために使用
する材料をより少なくすることができ、このことにより、より安価に製造でき、使用時に
より軽く、処分時に廃棄量がより少ないスプレーガンカップが得られる。本開示によるス
プレーガンカップ容器はまた、その側壁に開口を設けるので、この側壁を通してスプレー
ガンカップの内容物の視認性を高めることも可能にできる。これは、塗料の混合中、適切
な体積及び／又は成分の比が確実に使用されるようにするために、スプレーガンカップに
加えられた様々な液体のレベルを見ることを塗装者が望むことがあるときに、特に有益で
あり得る。開口が塗料で被覆されてしまうことはあり得ないので、側壁の残りの部分が塗
料で被覆されてしまったとしても、スプレーガンカップの内容物を依然として容易に見る
ことができる。
【０００４】
　更に、スプレーガンカップ容器の側壁におけるブレース部材の性質及び配置により、こ
のブレース部材は、開口の十分な部分を閉塞されないままに残し、このため、どのような
高さからでも少なくとも１つの視線の方向から、スプレーガンカップの内容物が見える。
言い換えれば、スプレーガンカップ内の液体のレベルが確実に特定の高さにあるようにす
ることを塗装者が望む場合であって、この高さがある回転位置においてブレース部材によ
って視界から遮られている場合には、塗装者はその高さが見えるようになるまで、スプレ
ーガンカップを回転させさえすれば－又はスプレーガンカップを別の方向から見さえすれ
ば－よい。このようにして、塗装者は内容物の精確な液体レベルを、スプレーガンカップ
容器の不透明度に関係なく任意の高さで判定できる。
【０００５】
　本開示の一部の実施形態によるスプレーガンカップ容器は、塗料の混合中、強度、剛性
、及び構造を提供できる。一部の実施形態では、スプレーガンカップ容器は、噴霧中所定
位置に置いておかれる。そのような実施形態では、スプレーガンカップ容器はまた、スプ
レーガンカップをスプレーガンに接続するときに、及び塗装工程自体においても、強度、
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剛性、及び構造も提供できる。これらの利益は、製造のために必要な原材料の量を（切れ
目のない壁を有する塗料カップと比較して）低減しつつ達成できる。
【０００６】
　一部の実施形態では、スプレーガンカップは、スプレーガンカップ容器内に挿入可能な
ライナを含み得る。そのような場合、スプレーガンカップ容器は、外側支持カップとして
の役割を果たし得る。
【０００７】
　一部の実施形態では、スプレーガンカップは、組み込まれたフィルタを任意選択的に含
み得る蓋部材を備え得る。組み込まれたフィルタは、使用者が塗料カップ自体の中で塗料
を混合することを可能にすることによって、別個のフィルタの必要性を排除できる（すな
わち、別の容器から塗料を移動させる必要がない）。移動ステップの数が少なくなってい
るので、無駄になる塗料の量が低減される。本開示の一部の実施形態において使用するの
に好適な蓋部材及びライナの例は、ＪｏｓｅｐｈらによるＰＣＴ国際公開第１９９８／０
３２５３９号（あるいは米国特許出願公開第２００４／０２５６４８４（Ａ１）号、その
開示は参照によってその全体が本明細書に組み込まれている）に見出すことができる。
【０００８】
　本開示によるスプレーガンカップ及びスプレーガンカップ容器は、塗料噴霧システムの
使用の際に通常見られるあらゆる典型的な力に耐えるのに必要な構造を提供できる。スプ
レーガンカップ容器の一部によりその内容物の一部を見るのが妨げられている場合、容器
、ライナ、又は（ある場合は）混合比ゲージを、回転又は他の方法で調節して、それまで
スプレーガンカップ容器によって隠れていた内容物の任意の部分が見えるようにできる。
こうして、混合、接続、及び塗装工程の全体を通して必要となる十分な強度、剛性、及び
構造を維持したまま、内容物の視認性が保証される。
【０００９】
　本開示は以下の例示の実施形態を包含するが、これらに限定されるものではない。
【００１０】
　実施形態１：スプレーガンカップ容器であって、
　空洞内にライナを受容するための開口端と、
　開口端の反対側の基端部であって、基端部を通過している基準平面が作業面と平行とな
るように、開口端が上に面している状態で作業面Ｗに対して配置可能である、基端部と、
　空洞を取り囲みかつ開口端を基端部に接続している側壁であって、スプレーガンカップ
容器の外側から空洞を見ることのできる２つの開口を備える、側壁と、を備え、２つの開
口はブレース部材によって上下に分割されており、このブレース部材の少なくとも一部は
基準平面に対してブレース部材角度αで配設されている、スプレーガンカップ容器。
【００１１】
　実施形態２：ブレース部材角度αは、空洞内の任意の垂直位置において２つの開口の少
なくとも一方を通して空洞が見えるようにするのに十分である、実施形態１のスプレーガ
ンカップ容器。
【００１２】
　実施形態３：ブレース部材は空洞の周囲にブレース部材軌道Ｔを画定しており、ブレー
ス部材軌道は円形ではない楕円を含む、実施形態１又は２のスプレーガンカップ容器。
【００１３】
　実施形態４：ブレース部材角度αは少なくとも２度である、実施形態１～３のいずれか
１つのスプレーガンカップ容器。
【００１４】
　実施形態５：ブレース部材角度αは３０度以下である、実施形態１～４のいずれか１つ
のスプレーガンカップ容器。
【００１５】
　実施形態６：開口端は、開口端への蓋部材の固着を可能にするための容器接続構造を備
える、実施形態１～５のいずれか１つのスプレーガンカップ容器。
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【００１６】
　実施形態７：容器接続構造は、ねじ山付き接続部、らせんウェッジ接続部、スナップ嵌
合接続部、押し嵌め接続部、ツイストロック接続部、クリップ接続部、ストラップ接続部
、又はこれらの組み合わせ、のうちの１つによって蓋部材の固着を可能にする、実施形態
１～５のいずれか１つのスプレーガンカップ容器。
【００１７】
　実施形態８：側壁はブレース部材と交差している１つ以上の概ね垂直な支持部材を備え
る、実施形態１～７のいずれか１つのスプレーガンカップ容器。
【００１８】
　実施形態９：
　実施形態１～８のいずれか１つに記載のスプレーガンカップ容器と、
　空洞内に配置されたライナであって、スプレーガンカップ容器の開口端に対応する開口
端を備える、ライナと、を備える、スプレーガンカップ。
【００１９】
　実施形態１０：開口を通して見える、ライナの内容物の体積を示すための体積測定表示
Ｖ位置を備える、実施形態９のスプレーガンカップ。
【００２０】
　実施形態１１：体積測定表示はライナ上にある、実施形態１０のスプレーガンカップ。
【００２１】
　実施形態１２：体積測定表示は、スプレーガンカップ容器とライナとの間に配置された
挿入物上に設けられている、実施形態１０のスプレーガンカップ。
【００２２】
　実施形態１３：スプレーガンカップ容器の開口端に固着された蓋部材を備える、実施形
態９～１２のいずれか１つのスプレーガンカップ受容器。
【００２３】
　実施形態１４：ライナの開口端は、蓋部材とスプレーガンカップ容器の開口端の相互作
用によって固着されている、実施形態１３のスプレーガンカップ受容器。
【００２４】
　実施形態１５：
　実施形態１～８のいずれか１つに記載のスプレーガンカップ容器を作業面上に配置する
ことと、
　ライナをスプレーガンカップ容器の開口端内に挿入することと、
　ライナに液体を加えることと、
　スプレーガンカップ容器の側壁の開口を通して液体のレベルを見ることと、を含む、ス
プレーガンカップを使用する方法。
【００２５】
　実施形態１６：ライナをスプレーガンカップ容器の開口端内に挿入する前に、スプレー
ガンカップ容器の開口端内に体積測定表示を備える挿入物を挿入することを含む、実施形
態１５の方法。
【００２６】
　実施形態１７：開口を通して体積測定表示を見ることによって液体の体積を判定するこ
とを含む、実施形態１６の方法。
【００２７】
　実施形態１８：ライナに追加の液体を加えること、及び、スプレーガンカップ容器の側
壁の開口を通して組み合わせた液体のレベルを見ることを含む、実施形態１５～１７のい
ずれか１つに記載の方法。
【００２８】
　実施形態１９：液体出口を備えた蓋を、スプレーガンカップ容器の開口端に固着するこ
とを含む、実施形態１５～１８のいずれか１つに記載の方法。
【００２９】
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　実施形態２０：スプレーガンに液体出口を取り付けることを含む、実施形態１９の方法
。
【００３０】
　これらの、並びに他の態様、利点、及び代替形態は、添付の図面を適宜参照して以下の
詳細な説明を読むことによって、当業者には明らかになるであろう。
【００３１】
　簡潔さのために、本明細書の全体を通して「塗料」という用語が使用されていることに
留意すべきであるが、このことは、塗料とともに使用することにスプレーガンカップ容器
を限定しないこと、及び、スプレーガンカップ容器が液体スプレーガンシステムで使用す
るのに好適なあらゆる液体とともに使用するのに好適であることが、理解されるであろう
。
【００３２】
　加えて、「上部」、「下部」、「上側」、「下側」、「下」、「上」、「前」、「後」
、「外向き」、「内向き」、「上方」、「下方」、「第１」、及び「第２」などの用語が
本開示において使用され得るが、特に断らない限り、これらの用語はその相対的な意味に
おいてのみ使用されることが、理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１Ａ】本開示によるスプレーガンカップ容器の実施形態の等角図である。
【図１Ｂ】本開示による図１Ａに提示したスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図で
ある。
【図１Ｃ】本開示による体積測定表示を含むスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図
である。
【図１Ｄ】本開示によるスプレーガンカップ容器の図１Ｃの１Ｄ－１Ｄで切った断面図で
ある。
【図２】本開示によるスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図である。
【図３】本開示によるスプレーガンカップ容器の実施形態の側面図である。
【図４Ａ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の等角図である。
【図４Ｂ】本開示による体積測定表示を含むスプレーガンカップの実施形態の等角図であ
る。
【図４Ｃ】本開示による体積測定表示を備える挿入物を含むスプレーガンカップの実施形
態の分解等角図である。
【図４Ｄ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の分解等角図である。
【図５Ａ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の等角図である。
【図５Ｂ】本開示による体積測定表示を含むスプレーガンカップの実施形態の等角図であ
る。
【図５Ｃ】本開示による体積測定表示を備える挿入物を含むスプレーガンカップの実施形
態の分解等角図である。
【図５Ｄ】本開示によるスプレーガンカップの実施形態の分解等角図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　添付の図面において、要素によっては同一の又は等価なものが複数存在する場合があり
、そのような場合、代表となる１つ以上の要素を１つの参照番号によって指定する場合が
あることに留意すべきであるが、そのような参照番号は、そのような同一の要素の全てに
適用されることが理解されるであろう。
【００３５】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本開示によるスプレーガンカップ容器１００の例示の実施形態を
描写している。スプレーガンカップ容器１００は、内部空洞１２０への進入を可能にする
開口端１１０を備える。開口端１１０の反対側には基端部１３０がある。示すように、基
端部１３０は、基部を平坦な作業面Ｗ（図１Ａには図示せず）上に直接安定して載置でき
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るようにする、任意選択の足部１３２を有する、本質的に平坦な構成を備える。足部１３
２の個数、形状、及び配置は、必要に応じて変えることができる。一部の実施形態では、
基端部自体は平坦ではないが、追加の構造（すなわちホルダなど）の助けを得て、上記の
ような作業面上に動かないように保持できる。
【００３６】
　基端部が平坦であってもそうでなくても、図１Ｂに示すように、（上で示唆したように
静止して直立している）基端部を通って、作業面Ｗと平行に、基端部平面１３４を描くこ
とができる。
【００３７】
　この実施形態では、側壁１４０は空洞１２０を取り囲んでおり、開口端１１０を基端部
１３０に接続している。側壁１４０は、側壁１４０を貫通して空洞１２０の内容物が見え
るようにする、（少なくとも２つであるが、この特定の実施形態では８つの）一連の開口
１５０を備える。側壁１４０を構成するためにどれくらいの量の材料が必要となるかにつ
いての要件は存在しない。側壁１４０は開口端１１０と基端部１３０が接続される限りに
おいて存在することが理解されるべきである。示すように、開口１５０は、ブレース部材
１６０によって及び支持部材１６６によって、分割されている。一般に、支持部材１６６
は、（中心軸１０１に沿っておりかつ基端部平面１３４と直交する）軸方向における支持
をもたらし、一方、ブレース部材１６０はとりわけ、開口端１１０と基端部１３０との間
の中間位置において、スプレーガンカップ容器１００にフープ強度をもたらす。示された
実施形態では、４つの垂直支持部材１６６が存在する。しかしながら、異なる数（例えば
、１つ、２つ、３つ、５つ、６つ、又は７つ以上）の支持部材が存在し得ること、及び、
支持部材が垂直でなくてもよいか又は概ね垂直でさえあればよいことが、企図されている
。「概ね垂直」とは、基端部から開口端までの支持部材の軌道の平均を表すように描かれ
た仮想的な直線が、垂直方向から＋／－５度以内にあることを意味している。「垂直」と
いう用語は、本明細書で使用される場合、平坦な基端部が水平で平坦な作業面上に載置さ
れた状態でスプレーガンカップ容器が載置されていると仮定したときの、幾何的な配向を
指すことが理解されるべきである。
【００３８】
　一部の実施形態では、スプレーガンカップ容器１００の側壁１４０は開口の程度が大き
い場合があり、この場合、比較的最小限の支持構造（例えば、ブレース部材及び／又は支
持部材）が設けられる。そのような場合、充填ポリアミドなどの比較的強度の高い材料か
らスプレーカップ容器（特に側壁１４０）を構築するのが、有利な場合がある。
【００３９】
　図１Ａ及び図１Ｂの実施形態では、スプレーガンカップ容器がその開口端の近くに容器
接続構造１７０を備えることを更に見ることができる。この容器接続構造１７０は、別個
の蓋部材３００（図１Ａ～図１Ｄには図示せず）を、スプレーガンカップ容器に固着する
ことを可能にする。示すように、容器接続構造１７０はねじ山を備える。ただし、異なる
接続機構を提供するために、他の接続構造（例えば、らせんウェッジ接続部、スナップ嵌
合接続部、押し嵌め接続部、ツイストロック接続部、クリップ接続部、ラッチ接続部、ヒ
ンジ式接続部、又はこれらの組み合わせ）を採用してよい。
【００４０】
　ここで図１Ｃを見ると、図１Ａ及び図１Ｂに示したものと類似のスプレーガンカップ容
器１００に、体積測定表示「Ｖ」が更に設けられている。体積測定表示は塗装者に、空洞
内の液体成分の体積及び／又は比を判定するための方法を提供する。体積測定表示は、別
個の挿入物（例えば、図４Ｃ及び図５Ｃを参照）として提供されてよく、ライナ上に刻印
若しくはその他の方法で配設されてよく、又はその他の方法でスプレーガンカップ容器と
液体を収容できる空洞との間に配置されてよい。
【００４１】
　図１Ｂ及び図１Ｃに見ることができるように、ブレース部材は、空洞内の任意の高さで
体積測定表示を見ることを可能にする、好適なブレース部材角度αで配設されている。例
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えば、図１Ｃに示すように「１０ｏｚ．」の表示はブレース部材の背後に隠れているが、
体積測定表示を単に回転させるだけで（例えば、「１２ｏｚ．」が右下の開口内に現れる
ように、体積測定表示を回転させることによって）、これを見ることができるようになる
。別法として、又は加えて、同じ体積マーキングが２箇所以上に現れるように、体積測定
表示を重複させてもよく、この場合、これらの場所のうちの少なくとも１つは、ブレース
部材によって視覚的に遮られていない。このように、ブレース部材の配設によって、内容
物の体積を任意の液体レベルにおいて正確に判定することを可能にできる。
【００４２】
　図１Ａ及び図１Ｂの例示の実施形態では、ブレース部材角度αの大きさは、基端部平面
１３４を基準として約７．５度である。図１Ｃの実施形態では（以下で記載する軌道「Ｔ
」をより視覚的に明らかにするために）、ブレース部材角度αの大きさは、基端部平面１
３４を基準として約２５度である。ただし、ブレース部材角度α（又はより複雑な形状の
場合は「複数の角度」）は、０度よりも大きく９０度よりも小さい任意の角度として選ば
れてよい（すなわちブレース部材は、基端部平面に対して並行でも垂直でもない）。この
ことにより、スプレーガンカップ容器の構造要件が緩和されるとともに、本明細書で記載
するように、少なくとも１つの開口を通して、空洞のあらゆるレベルにおいて視認性が提
供される。ブレース部材１６０は、開口が－少なくとも部分的に－垂直方向に重なって配
置されるように、少なくとも２つの開口を分割すべきであり、この場合、スプレーガンカ
ップ容器のほとんどのサイズ及び幾何形状に対して、９０度よりもはるかに小さい（例え
ば３０度以下の）ブレース部材角度αが想定される。各図の実施形態に見ることができる
ように、開口は、ブレース部材角度αで配設されたブレース部材によって、上側開口が下
側開口よりも高いところに配置されるように分割されており、これにより、あらゆる液体
レベルにおいて視認が可能になる。
【００４３】
　一部の実施形態では、異なる対応角度α１、α２、α３、等を有するブレース部材１６
０により、より複雑な形状（例えば図２及び図３を参照）を形成できる。一部の実施形態
では、ブレース部材角度αは、基端部平面１３４を基準として少なくとも約２度である。
一部の実施形態では、ブレース部材角度αは、基端部平面１３４を基準として少なくとも
約３０度以下である。一部の実施形態では、ブレース部材角度αは、基端部平面１３４を
基準として約２度～約３０度の範囲内にあり、４、７、１１．５、１６、及び２５度を含
むがこれらに限定されず、この範囲内の任意の角度を含む。
【００４４】
　図１Ｄの実施形態に示すように、ブレース部材１６０が空洞１２０に外接する際に従う
軌道「Ｔ」は、円形ではない楕円として記述できる。本明細書で使用される場合、「円形
ではない楕円」とは、離心率が０ではない楕円を意味する。スプレーガンカップ容器の側
壁が概ね円筒形である実施形態では、離心率は、度を単位とするブレース部材角度αのサ
インとして計算できる（すなわち、離心率＝ＳＩＮ（α））。一般に、そのような実施形
態に関しては、ブレース部材角度αが増加すると離心率は増加することになり、逆も成り
立つ。一部の実施形態では、軌道「Ｔ」の離心率は、少なくとも０．０３である。一部の
実施形態では、軌道「Ｔ」の離心率は、０．５以下である。一部の実施形態では、軌道「
Ｔ」の離心率は、約０．０３～約０．５の範囲内にある。
【００４５】
　本開示の範囲内に収まるためには軌道「Ｔ」が厳密に楕円形である必要はないことが、
理解されるべきである。例えば、スプレーガンカップ容器は、概ね円筒形であるが、その
外形が基端部から開口端へと大きくなるように僅かな抜け勾配（例えば約３度）を有して
形成されてよく、この結果、概ね楕円形であるが実際には僅かに「卵形状」である、ブレ
ース部材角度αに沿った軌道「Ｔ」が得られる。
【００４６】
　他の実施形態では、ブレース部材は１つ以上の異なる軌道に従ってよい。例えば、図２
及び図３は、図１Ａ～図１Ｄの実施形態とは異なる様式で配設された２つ以上のブレース
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部材を備えるスプレーガンカップ容器の代替の実施形態を描写している。別法として又は
組み合わせとして、ブレース部材を、そのブレース部材角度αが側壁の周囲でのその位置
が変動するにつれて変動する軌道－例えば、正弦波、矩形波、又は鋸歯形パターン－に従
うように設けることができる。そのような波又はパターンは反復的であるか又は不規則で
あってよい。更に、本明細書で描写するスプレーガンカップ容器の実施形態は全て、概ね
円形の断面を示しているが、これは必須ではない。例えば、任意の所与の高さにおけるス
プレーガンカップ容器の断面形状としては、六角形又は八角形などの多角形、又は本明細
書に記載する機能上の目的の実現を可能にする任意の他の形状が挙げられる。例えば、ど
のような場合も、ブレース部材は、本明細書の他の箇所で記載するように、空洞の視認を
可能にするように成形及び配設されることになる。
【００４７】
　図４Ａは、例えば図１Ａに示すようなスプレーガンカップ容器１００を備える、スプレ
ーガンカップ５００を描写している。この実施形態は、スプレーガンカップ容器の空洞内
に配置された、ライナ２００を含む。ライナ２００は、スプレーガンカップ容器の開口端
に対応する開口端２１０（図４Ｃ～図４Ｄを参照）を有する。蓋部材３００は、スプレー
ガンカップ容器に、ライナに、又は両方に固着されている。蓋部材３００は、多くの方法
で固着できる。図４Ａ～図４Ｄに示すように、任意選択のカラー４００（図５Ａ～図５Ｄ
を参照）が、カラーとスプレーガンカップ容器との間で、カラー接続構造４７０－この場
合、ねじ山－を介して、蓋部材及びライナを捕捉する。任意選択のカラー４００をスプレ
ーガンカップの残りの部分に取り付けるのを可能にするために、既に記載した容器接続構
造１７０のいずれも、類似の様式で使用できる。加えて、又は代替として、蓋部材３００
自体に、カラー接続構造４７０を補完するための蓋接続構造３７０を設けることができる
。そのような実施形態では、例えば、カラー４００は、蓋部材３００の下方から取り付け
られて、蓋部材３００とカラー４００との間でライナ２００を捕捉するように構成され得
る。そのような実施形態では（及び本明細書に記載する他の実施形態では）、スプレーガ
ンカップ容器は噴霧中スプレーガンカップとともに残っていてよいか、あるいは、蓋、ラ
イナ、及びカラーは、噴霧中に１つのユニットとして、スプレーガンカップ容器１００か
ら脱着されるか又は取り外されてよい（この場合、スプレーガンカップ容器１００は主に
、混合器としてのみ使用され得る）。
【００４８】
　示すように、蓋部材３００は、液体出口３１０と、スプレーガンの液体入口への蓋３０
０の接続を可能にするための１つ以上の出口接続部材３２０と、を備える。出口接続部材
３２０は、スプレーガンへの確実な液密の接続を促進する限り、液体出口３１０上に、こ
の周囲に、これに隣接して、又はこれから離れて設けられてよい。任意選択的に、蓋は、
スプレーガンカップ内の液体を噴霧前に濾過するためのフィルタ（図示せず）を備える。
【００４９】
　図４Ｂは、本明細書の他の箇所で記載するような、体積測定表示Ｖ位置を更に含む図４
Ａにおけるような実施形態を描写している。
【００５０】
　図４Ｃは、挿入物６００上に設けられた体積測定表示を含むスプレーガンカップ５００
の分解図を描写している。示すように、挿入物６００は、挿入時にスプレーガンカップ容
器の空洞に合わせて変形可能なシートを備えてよいことが見て取れる。別法として、挿入
物６００を、変形させることなくスプレーガンカップ容器１００内に落下させることがで
きる、事前成形されたユニットとして提供することができる。
【００５１】
　挿入物６００、又はスプレーガンカップ容器１００の対応する受容側の幾何形状は、挿
入物６００が空洞内で及び開口に対して調節され、この結果全体に回転しないように固定
されるように、構築されてよい。そのような実施形態では、挿入物６００は上記したよう
に、各液体レベルがスプレーガンカップ容器の周囲の少なくとも１つの位置から見えるよ
うに、重複する体積測定表示「Ｖ」を設けられてよい。一部の実施形態では、挿入物６０
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て調節可能であってよい。
【００５２】
　図４Ｄは、体積測定表示Ｖ位置を含まないスプレーガンカップ５００の分解図を描写し
ているが、この場合、空洞の内容物はそれにも関わらず、本明細書の他の箇所で記載する
ような少なくとも１つの開口を通して、あらゆる液体レベルにおいて見えている。ライナ
２００の内容物が－提供されている場合に－見えるようにするために、ライナは全体に、
透明の又は半透明の材料から構築される。
【００５３】
　図５Ａは、カラー４００が使用されていない点で図４Ａに描写したものとは異なってい
る、スプレーガンカップ５００を描写している。そうではなく、蓋部材３００は、カラー
の必要なく固着されるように適合されている。その他の点では上記したように構成されて
いるが、蓋部材３００には、別法としてカラー４００上に設けられていてよい蓋接続構造
３７０が設けられてよい。例えば、蓋部材３００自体は、（蓋接続構造３７０を介して）
スプレーガンカップ容器１００内に－又は表面上に、又は両方の様式で－直接螺着されて
よい。別法として（又は組み合わせとして）、蓋部材３００は、図１Ａを参照して既に検
討したような容器接続構造１７０を補完するための、蓋接続構造３７０（例えば、スナッ
プ嵌合接続部、押し嵌め接続部、ツイストロック接続部、クリップ接続部、ラッチ接続部
、ヒンジ式接続部、又はこれらの組み合わせ）を備え得る。
【００５４】
　図５Ｂは、本明細書の他の箇所で記載するような、体積測定表示Ｖ位置を更に含む図５
Ａにおけるような実施形態を描写している。
【００５５】
　図５Ｃは、挿入物６００上に設けられた体積測定表示を含むスプレーガンカップ５００
の分解図を描写している。示すように、挿入物６００は、挿入時にスプレーガンカップ容
器１００の空洞に合わせて変形可能なシートを備えてよいことが見て取れる。別法として
、挿入物６００を、変形させることなくスプレーガンカップ容器１００内に落下させるこ
とができる、事前成形されたユニットとして提供することができる。
【００５６】
　図５Ｄは、体積測定表示位置を含まないスプレーガンカップ５００の分解図を描写して
いるが、この場合、空洞の内容物はそれにも関わらず、本明細書の他の箇所で記載するよ
うな少なくとも１つの開口を通して、あらゆる液体レベルにおいて見えている。図５Ｃ及
び図５Ｄの両方に示すように、蓋接続構造３７０は、補完的な容器接続構造１７０とのス
ナップ嵌合接続部を備える。ライナ２００の内容物が－提供されている場合に－見えるよ
うにするために、ライナは全体に、透明の又は半透明の材料から構築される。
【００５７】
　本明細書において様々な態様及び実施形態が開示されたが、当業者には他の態様及び実
施形態が明らかであることが、更に諒解されるであろう。本明細書に開示した様々な態様
及び実施形態は例示を目的としており、限定的であることを意図しておらず、その真の範
囲と趣旨は以下の特許請求の範囲によって示される。本明細書に提示する主題の趣旨又は
範囲から逸脱することなく、他の実施形態を利用することができ、他の変更を行うことが
できる。本明細書において概説的に記載しまた各図において示した、本開示の態様を、多
種多様な異なる組み合わせで配置構成、置換、組み合わせ、分離、及び設計可能であるこ
とが、容易に理解されるであろう。これらの全てが、本明細書において企図されている。
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